
公益財団法人児童育成協会 

 

企業主導型保育事業における財産処分等の手続きについて 

 

企業主導型保育事業（整備費・運営費）の助成を受けて整備した施設等の財産処分等（整備費の助成

を伴わない施設に係る設置者の変更を含む。以下、特段の定めがない場合は同じ。）は、あらかじめ公

益財団法人児童育成協会（以下「協会」という。）及びこども家庭庁（こども家庭庁長官）の承認を受

ける必要があります。 

今後の財産処分等の承認の手続きについて、以下のとおりお知らせいたしますので、各事業者におか

れましては、内容を十分ご確認いただき、円滑な申請手続きにご協力をお願いいたします。 

企業主導型保育施設は、企業主導型保育事業費補助金実施要綱及び企業主導型保育事業助成要領等に

基づき、設置事業者自ら助成申請を行い、審査を経て助成決定を受けている性質上、現在の設置者にお

いて運営が継続されることが基本であり、特にやむを得ない事情がある場合に限り、転用、取壊し、廃

棄、譲渡等の承認可否を検討することとしております。各事業者におかれましては、その点十分にご留

意の上、手続きをお願いします。 

なお、手続きの詳細については、「企業主導型保育事業（整備費・運営費）に係る財産処分等承認基

準細則」（以下「承認基準細則」という。）をご確認ください。 

 

１．財産処分等の種類 

 転 用：助成対象財産の所有者の変更を伴わない目的外使用。 

譲 渡：助成対象財産の所有者の変更。 

交 換：助成対象財産と他人の所有する他の財産との交換。なお、設備の故障時の業者による引取りは、

交換ではなく廃棄に当たる。 

貸 付：助成対象財産の所有者の変更を伴わない使用者の変更。 

取壊し：助成対象財産（施設）の使用を止め、取り壊すこと。 

廃 棄：助成対象財産（設備）の使用を止め、廃棄処分をすること。 

担保に供する処分：助成対象財産に抵当権を設定すること。  

整備費の助成を伴わない施設に係る設置者の変更：整備費の助成を受けずに運営している施設について

設置者を変更すること。 

 

２．申請手続きの流れ 

 １に該当する財産処分等の承認申請を行う事業者は、承認基準細則別添様式１に必要な書類を添付し、

転用、交換、貸付、取壊し、廃棄、担保に供する処分（取得又は効用の増加した価格が５０万円以上の機

械等を処分制限期間内に処分する場合を含む）については、処分を予定している日の少なくとも３か月

前までに協会に提出願います。 

なお、譲渡等（整備費の助成を伴わない施設に係る設置者の変更を含む。）については、別添「事業譲

渡等の手続きについて」をご参照ください。 

整備費の助成を伴わない施設に係る設置者の変更や、同変更に併せて、機械等の財産処分を行う場合

についても、別添様式１に必要な書類を添付し協会に提出願います。 

※ 設置者において、整備費の助成を受けて整備した施設とは異なる施設において企業主導型保育事業



を行う場合は、廃棄又は取壊しの手続きが必要となります。なお、別途、運営費の助成のための審査

を行います。 

 

申請を受けた協会は、申請書類等により必要な確認を行い、意見を付してこども家庭庁に提出するこ

とにより、財産処分等の手続きを行います。事業者が財産処分等の手続きを行うことなく、財産処分等

を行うことはできません。仮に、適正な手続きを経ることなく、財産処分等が行われた場合は、協会か

ら是正する旨の指示を行います。 

なお、こども家庭庁の承認を受けて財産処分等を完了したときは、完了から１か月以内に承認基準細

則別添様式２により完了報告を協会に提出し、協会からこども家庭庁に財産処分等が完了した旨の報告

を行う必要があります。 

※ 整備費の助成を伴わない施設に係る設置者の変更にあっては、こども家庭庁による確認は行われま

せん。 

 

３．承認基準及び納付金額の概要 

  承認基準細則で定めた承認基準に基づき承認手続きを行います。その際、協会から事業者に対して納

付金を求める場合があります。 

 

（１）納付金(助成金の返還)を求めない場合 

  ・企業主導型保育事業を１０年以上継続する場合の無償譲渡 

  ・１０年経過後に児童福祉に係る事業等へ転用する場合 など 

 

（２）納付金(助成金の返還)を求める場合 

・有償譲渡の場合 

  ・１０年経過前であって企業主導型保育事業を継続しない場合の無償譲渡 

・１０年経過前に転用する場合  

・１０年経過後に児童福祉に係る事業等以外へ転用する場合 など 

 

（３）納付金額 

  具体的な納付額については、施設ごとに異なりますので、個別に協会にお問い合わせください。 

 

４．スケジュール等 

１．の財産処分等の種類のうち、転用、交換、貸付、取壊し、廃棄、担保に供する処分ついての申請

は随時受け付けます。 

１．の財産処分等の種類のうち、譲渡等についての申請は、協会が定めた申請期間内にのみ申請を受

け付けます。詳しくは、別添「事業譲渡等の手続きについて」をご参照ください。 

 

事業譲渡等を予定している事業者におかれましては、譲渡等の時期も踏まえた計画的な申請をお願い

します。 

 

５．確認書類 

（１）譲渡等以外の申請 



・本通知 

・「企業主導型保育事業（整備費・運営費）に係る財産処分等承認基準細則」 

（２）譲渡等申請 

・本通知 

・「企業主導型保育事業（整備費・運営費）に係る財産処分等承認基準細則」 

・「企業主導型保育事業 事業譲渡等審査基準」 

・「事業譲渡等の手続きについて」 
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